エコポイント対象住宅証明業務手数料規定

第１条　趣旨

　　この規定は、別に定める財団法人島根県建築住宅センター　エコポイント対象住宅証明業務規程（以下「規程」という。）に基づき、一般社団法人住宅性能評価・表示協会かいが定めた「エコポイント対象住宅証明書発行業務要領」に基づき実施する新築住宅に係るエコポイント対象住宅証明書の発行に関する業務に係る手数料について必要名事項を定める。
第２条　業務手数料

　　業務規程第13条に規定する業務手数料は、次に掲げるとおりとする。

　（１）戸建て住宅

	種　別
	金　額

	　省エネ基準によるもの（木造住宅）
	　　２０，０００円

	　住宅事業建築主基準によるもの（一戸建ての住宅に適用）
	　　別途協議

	　断熱性能の評価が省略できるもの
	　　１５，０００円　

	　　


　（２）共同住宅　　　別途協議とします。

　断熱性能の評価が省略できる場合

　①　登録住宅性能評価機関が交付する省エネ等級４の「設計住宅性能評価書」の写しが添付されている場合
　②　適合証明検査機関が交付するフラット３５Ｓの省エネルギー性基準に適合していることを示す設計検査に関する通知書の写しが添付されている場合

　③　所管行政庁が交付する長期優良住宅建設等計画の「認定通知書」の写し、又は登録住宅性能評価機関が交付する長期優良住宅建設等計画に係る技術的審査の「適合証」
　　　の写しが添付されている場合

第３条　手数料の減額又は増額

　　センターは、審査業務が等が効率的に実施できる場合又は金額の変更をすることが必要と認める場合は減額又は増額することができる。
第４条　業務期日

　　業務期日については、別途協議のうえ決定するものとする。
平成２１年１２月２４日施行

